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監査の結果 土地の長期転貸借について 

株式会社猪の倉が、猪の倉温泉用地として利用する 

土地の一部については、市町村合併以前の旧白山町時 

代から、市が個人の地権者から賃借し、賃借料を支払 

ったうえで、当該土地を同社に同額で転貸してきてい

る。本来は、民間企業である同社が各地権者と交渉し、

土地の賃貸借契約を締結すべきであると考えることか 

ら、同社と各地権者が賃貸借契約できるよう関係者と 

の協議、調整を進められたい。 

措置の内容 市有地及び転貸地について、市と株式会社猪の倉と

の賃貸借契約は、令和５年３月３１日をもって合意解

約し、地権者との賃貸借契約についても、令和５年３

月２８日から令和６年５月３１日にかけて合意解約書

を交わし解約した。 

 


